
財

　

産

　

目

　

録

資産総額
内

ロ

　

負債総額
ｍ

　

正味財産（純資産）

（内

　

訳）

【１１資

　

産
１

　

基本財産

２

　

運用財産

３

　

収益事業用財産

　

資産総額

【□】負

　

債
１

　

固定負債

２

　

流動負債

負債総額

基本財産
運用財産
収益事業用財産

土地

　　
図書
教具・校具・備品
車両
建設仮勘定
借地権
電話加入権
施設利用権
預託金

現金預金
積立金
有価証券
不動産
未収入金
修学旅行預け金
前払金
仮払金

退職給与引当金
長期未払金

前受金
未払金
預り金
仮受金

２２９，８３０．３５

　

ｍ
２

（平成２８年３月３１日現在）

３４，５６８，９７２，７７９

　

円
２２，６３９，８１９，６８８

　

円

１１，９２９，１５３，０９１

　

円

　　　

０

　

円

４，１８０，８２６，１７７

　

円

３０，３８８，１４６，６０２

　

円

３，４６１，９６７，３３７

　

円

１３，０６８，１５７，５６０

　

円

１，３２７，３７３，９２１

　

円

１，１１８，３０１，３０８

　

円
２，４２２，４０６，１３５

　

円

　

３９，６８１，６３８

　

円

１，１４１，９５５，６２４

　

円

　

１９，８０５，４７２

　

円

　　

５，１５６，７００

　

円

　

１０，２０４，５６３

　

円

　

２４，８０９，４３０

　

円

２，１７９，９６８，４２５

　

円

６，９３０，０００，０００

　

円
２，４１２，２９７，４１３

　

円

　

１１，５６３，６９４

　

円

　　

３１７，３９７，７８７

　

円

　

２４，６９１，３５８

　

円

　

３７，０８９，３７７

　

円

　

１６，１４５，０３７

　

円

　　　

０

　

円

３４，５６８，９７２，７７９

　

円

１，６０４，１８５，５８０

　

円

　

２１，０２９，１１２

　

円

１，９５６，５５５，３００

　

円

　

２４２，７３８，２７４

　

円

　

３０６，８８０，９７４

　

円

　

４９，４３６，９３７

　

円

４，１８０，８２６，１７７

　

円

３０，３８８，１４６，６０２

　

円【皿】正味財産（資産総額－負債総額）

　　　

１２１，５０９．４６

　

ｍ
２

おとめが池護岸工事、ＦＩＴアリーナＷＥＳＴコート他
３２７，５２８

　

冊
１８，０２３

　

点

　　　　　

１５

　

台

第ｍ期施設・設備整備計画新校舎
グラウンド用地（一部）
固定電話加入権
ＦＩＴセミナーハウス給湯契約料他
福岡県私立学校教育振興会他

施設拡充引当特定資産他
利付国債、社債他
土地
私立大学退職金財団交付金他
旅行会社積立金
洋雑誌年間購読料他
部活動遠征旅費他

会計変更に伴う未経過リース料

平成２８年度学生生徒納付金
平成２８年３月分所定福利費他
源泉所得税他
学生生徒納付金他



監

　

事

　

監

　

査

　

報

　

告

　

書

平 成２８年５月２０日

学校法人

　

福岡工業大学

理 事 長

　　　

鵜

　

木

　

洋

　

二

　

殿

評

　

議

　

員

　

会

　

議

　

長

　　

殿

学校法人

　

福岡工業大学

監

　　

事

　　

吉 戒

　　　　

孝

監

　　

事

　　

中 尾

　　　

忠 徳

　

私 たちは、 私立学校 法第３７条 第３項及 び学校 法人福岡工業大学
寄 附行為第１５条の規定に基づき、 同法人の平成２７年度 （平成２７年４
月１日 か ら 平 成２８年３月３１日 ま で） の 業 務 並 び に 財 産 の 状 況 に つ い

て 監 査 を 行 い ま した。
私たちは監査に当たり、 理事会及び評議員会に出席 し、 理事か

ら業務の報告 を聴取 し、 重要な決裁書類等を閲覧するとともに、
会計監査人と連携 し、 計算書類について検討するな ど、 必要と思
われる監査手続を実施 しま した。

監査の結果、 学校法人福岡工業大学の業務に関する決定及 び執
行は適切であり、 計算書類、 すなわち資金収支計算書、 活動 区分
資金収支計算 書、 事業活動収支計算書及 び貸借対照表 （固定資産

明細表、 借入金明細表及 び基本金明細表を含 む。） 並びに財産目
録は、 会計帳簿の記載と合致 し、 その収支及 び財産の状況を正 し

く 示 しており、 業務または財産 に関 し不正の行為また は法令も し
く は寄 附行為に違反する重大な事実はないものと認めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

以

　　

上


